
西東京市立青嵐中学校  

令和８年度 学校いじめ防止基本方針 

１ 基本的な考え方 

西東京市いじめ防止対策推進基本方針に基づき、西東京市立青嵐中学校学校いじめ防止基本方針を改訂

し、以下のことを基本的な考え方として示し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進して

いきます。いじめは、いじめを受けた生徒の心に長く深い傷を残すものであり、いじめを受けた生徒の教育

を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼす行為です。また、

いじめは、どの生徒にも、どの学校でも起こり得るもので、どの生徒も被害者にも加害者にもなり得るもの

であるという基本的認識に立つ必要があります。このような認識のもと、「いじめは人間として絶対に許され

ない。」「いじめを行ってはならない。」「いじめを知り得た場合は、放置することなく周囲に知らせ、すぐにや

めさせる等、主体的に行動する。」という意識を一人一人の生徒に徹底させるとともに、教師自らがそのこと

を理解し、保護者・地域に伝え、連携・協力して完全解決を目指します。学校は、生徒一人一人の行動をきめ

細かく捉え、学校一丸となって、保護者・地域、関係機関との連携により、いじめの未然防止、早期発見・早期

対応に努めること、そして重大事態への対応について組織的に対応することを基本とします。  

 

２ 未然防止のための取組  

（１）生徒の取組 

「いじめは絶対に許されない」という風土や互いに助けあう優しい雰囲気を学校全体に醸成させ、いじ

めの未然防止を図るために以下の取組を行います。 

① 道徳の授業、学級活動等、教育活動の様々な場面で人権教育を充実させるとともに、年３回のいじ

め防止にかかわる授業を行い、自他の存在、個性や立場を認め、いじめに向かわない態度・能力を育

成します。 

② 年２回（６月・１１月）のふれあい月間では、生徒会等を中心としたいじめ防止の取組を推進し、各学級

で生徒が自ら主体的にいじめ防止について考え実践する態度を育成します。  

（２）保護者・地域への取組 

いじめは保護者との連携なしでは解決できない問題であるため、機会を捉えて学校の基本方針を伝え

理解を得られるようにするとともに、協力体制を構築していきます。 

① 保護者や地域を対象としたセーフティ教室や道徳授業地区公開講座等を活用して、いじめ防止のた

めの啓発活動等を推進します。 

② 学校だよりや学校ホームページ、保護者会や個人面談など様々な機会を捉えて、保護者・ 地域と緊

密に連携し、協力体制を強化します。  

（３）関係機関との取組 

いじめが複雑化・多様化する中、いじめ問題を迅速かつ的確に解決できるようにするため、生徒を見守

り居場所となる地域の関係機関、諸団体との連携・協働体制を構築していきます。 

① 地域の関係機関や諸団体に、学校のいじめ防止にかかわる基本方針を周知するとともに、いじめの

情報を得た場合には、学校に速やかに連絡、相談するなど、連携・協働によるいじめの防止等の取組

について学校だよりやホームページ等で広報します。 



② 管理職やいじめ防止対策委員会を中心に、定期的に諸機関等と情報交換できる体制をつくり、協力

関係等を構築します。 

 

３ 早期発見のための取組 

学校生活のあらゆる機会を通して、全ての教職員が生徒のささいな変化を見逃さず、気付いた変化につ

いては迅速に全教職員で共有し、「学校いじめ対策委員会」を中心に対応することを基本とし、以下の早期発

見の取組を確実に行います。 

① 朝の健康観察、休み時間の行動観察等、生徒の様子の変化にいち早く気付き迅速・適切に対応でき

るように、全教職員が生徒の様子を見守り、日常的な状況観察を丁寧にしていきます。 

② 遊びや悪ふざけなどの気になる行動や生徒の関係の変化が見られた場合は、本人との面談や保護

者との連絡によって、状況や様子を確認します。 

③ 毎週の生活指導部会や、毎月の「学校いじめ対策委員会」などで情報を共有し、全教職員で見守り対

応について共通理解し「未然防止」「早期発見」「早期対応」を目指します。 

④ 年２回（６月・１１月）のふれあい月間でのアンケート調査、スクールカウンセラーによる１年生の全員

面接の他、授業観察や個別の面談を随時、実施していきます。教育相談の実施等による早期のいじ

めの実態把握及び生徒がいじめを訴えやすい体制を整備します。 

⑤ 学校運営協議会や生徒虐待防止外部委員会等の機関を活用し、地域の民生委員や関係機関・諸団体

から情報提供を受け付ける体制を構築します。  

 

４ 早期対応のための取組  

（１）初期対応の取組  

① いじめを発見したら、担任等が一人で抱え込むのではなく、「学校いじめ対策委員会」を中心に組織

的対応によって、迅速・的確に事実確認や対応策の検討・実施を進めていきます。 

② いじめを発見したら、管理職への報告・連絡・相談、校内での情報共有とともに、早急にスクールアド

バイザーに報告し、関係機関等と連携した対応を開始します。  

（２）被害生徒への支援 

① いじめられた生徒に寄り添って事実確認を行い、いじめられた生徒や報告した生徒の安全を確保す

るとともに保護者に早急に連絡し、状況や対応策などを説明し協力して対応します。 

② いじめられている生徒に対しては、スクールカウンセラー等による心理的ケア、校内体制により落ち

着いた学校生活環境を確保します。（複数の教員による見守り、場合によって登下校の付き添い等） 

（３）加害生徒への指導 

① いじめをすぐにやめさせるとともに、いじめている生徒に対しては、教育的な配慮の下、 毅然とし

た態度による指導を行うとともに、保護者へ早急に連絡し的確な支援・助言を行い、協力して解決に

「いじめ」の定義 

いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係

にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 



向けて取り組みを進めます。 

② 担任やスクールカウンセラー等との連携により、いじめを行う背景や原因を把握し、指導・支援に当

たりいじめの行為をやめさせるよう相談活動を行います。  

（４）その他 

① いじめを見ていた生徒に対しては、個別に指導をする他、学級指導や道徳の授業等を活用し、自分

の問題として捉え、いじめ防止に向けて行動できるようにします。 

② 状況に応じて、保護者会等を開催し、保護者等との情報共有ができる機会を設けます。 

③ いじめた生徒やいじめられた生徒の背景等に家庭環境等の要因があると思われる場合には、スクー

ルソーシャルワーカ―や教育相談センター、子ども家庭支援センター等と連携するほか、いじめが犯

罪行為として取り扱われる懸念のある事案については、田無警察署に相談し対応を行います。  

 

５ 重大事態への対処  

重大事態が発生した場合には、直ちに、「学校いじめ対策委員会」を臨時招集し、以下の対応を進めます。  

（１） いじめられた生徒の安全を確保します。  

（２） いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保します。  

（３） 学校内で発生の事実を留めることなく、速やかに教育委員会に報告し、連携した対処を開始します。  

（４） 学校に派遣された関係機関や臨床心理士等と連携した対処を行います。 

（５） いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、田無警察署と連携した対

「いじめ解消」の定義 

いじめが解消されたかどうかについては、教職員個人が行うのではなく、以下に示す２つの条件が満たされ

ていることを含め、「学校いじめ対策委員会」が子供の状況等を総合的に検討した上で、校長が判断する。 

①いじめに係る行為が止んでいること 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。 

②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により

心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を

感じていないかどうかを面談等により確認する。 

「重大事態」の定義 

①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認め

るとき。 

○児童生徒が自殺を企図した場合  ○身体に重大な被害を負った場合 

○金品等に重大な被害を被った場合 ○精神性の疾患を発症した場合    など 

②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが

あると認めるとき。 

○不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目途とする。 



処を行います。  

（６） 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施、又は「西東京市教育委員会いじめ問題対

策委員会」や「西東京市いじめ問題調査委員会」が行う調査について協力します。  

 

６ 組織的な対応の在り方  

（１）組織的な指導体制  

① 「学校いじめ対策委員会」を組織し、毎月の学校いじめ対策委員会や、日々の朝会での職員打合せ、

生活指導部会で、生徒の生活の状況や行動等の変化について、 情報交換や対応の進捗状況を確認

していきます。 

② いじめを発見した場合は、迅速に「学校いじめ対策委員会」を開催すると同時にスクー ルアドバイザ

ーへの報告を行い、対応方針の策定や具体策を検討、役割分担を行い、組織的に対応を開始します。 

③ 必要に応じて、教育委員会、子ども家庭支援センター、生徒相談所、警察等との連携を図って対応し

ていきます。 

（２）相談体制  

① いじめに関する相談窓口を各担任及び「学校いじめ対策委員会」とし、生徒、保護者に周知し、相談

窓口を明確にしていきます。 

② 生徒がいじめについて教職員に打ち明けられるよう、生徒と教職員との信頼関係づくりを進めると

ともに、保健室、教育相談室等の利用及び電話相談窓口の周知等により相談体制を整備します。 

  

７ 研修体制 

教職員による体罰や配慮に欠ける発言等が、生徒のいじめを誘発したり助長したりするおそれがあるこ

とを十分に理解し、教職員自らが人権感覚を高め、基本方針等で示されている取組を的確に行うための

研修を充実させます。 

① 「学校いじめ対策委員会」や生活指導全体会では、生活指導上で配慮が必要な生徒やいじめ問題に

ついての情報交換を行い、対応策を検討・実施することで、組織的な対応についての意識を高め、組

織としての対応力を強化していきます。 

② 校内でのいじめ防止研修会、「ふれあい月間実践シート」やＤＶＤ「ＳＴＯＰ！いじめ」 の活用方法など、

実践を通したいじめ問題にかかわる研修を年間３回実施し、個々の対応力を高めていきます。 


